
諸連絡および大会注意事項 

大阪府テニス協会  

国民スポーツ大会委員会  

 

すでに協会ホームページに公開されている「大会要項」と合わせて内容を十分ご確認いただき

ますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試合当日、体調不良や発熱などで出場できない場合は、080(9602)8066 までご連絡ください。 

１． 受付 ２０２５年４月１９日（土）午前９時   

モリタテニスセンター靭 １２番コート前大会本部デスク 

 《成年男子の部・成年女子の部》３名によるリーグ戦    

① 第１試合 ‘1 番対２番   

② 第２試合 ２番対３番   

③ 第３試合 １番対３番   

２．開催当日雨天、日没等により試合が消化されない場合は、４月２０日(日)に行います。 

３．試合は８ゲームズプロセットマッチ（ノーアドバンテージスコアリングシステム採用） 

  使用球はダンロップフォート（2 球使用） 7 ゲーム終了時にニューボールに交換 

４．試合は全てセルフジャッジとします。（ロービングアンパイアが付きます）  

５．試合前のウォーミングアップは５分とします。     

６．日本テニス協会が定めるルールに準じます。だたし一部ローカルルールを採用いたし 

ます。        

７．上位 2 名の選手は、7 月 1２日（土）１３日（日）ブルボンビーンズドーム（兵庫県三木

市）で開催される「第 79 回国民スポーツ大会近畿ブロック大会」に出場していただき

ます。 

※ 成年女子の部に関して、山口花音選手（関西大学）が、「2025FISU ワールドユニバ

ーシティゲームズ」に出場することが決定していますので、別紙資料「国民スポーツ大

会予選会免除に関する要領」により都道府県代表選考のための予選会の出場を免除する

ことができます。また、2025 年第 15 週付 JTA ランキング 82 位と大阪府 2 次予選参加

選手の中で最もランキングが上位にあります。 

大阪府テニス協会国民スポ－ツ大会委員会で協議の結果、以上の理由から山口花音選手

を大阪府第 1 代表選手といたします。 

道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大会参加枠を獲得しているを免

除し、代表選手といたします。 
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国民スポーツ大会予選会免除に関する要領 

 

〈趣旨〉 

我が国のスポーツレベルの向上と国際化に伴い、国内・国際大会が過密化し、各競技団体の主

要大会と国体の開催時期が重なることが多くなり、トップアスリートが国民スポーツ大会に参加

しにくい状況となっている。 

そこで、日本を代表するトップアスリートの参加を促進し、大会の一層の充実と活性化を図る

ため、各都道府県の代表選手選考において以下に定める要領により、予選会を免除することがで

きることとする。（国民スポーツ大会開催基準要項細則第 3 項） 
 

１．  免除対象競技 

国民スポーツ大会実施正式競技 
 

２．  免除対象者 

次の競技大会に参加する者は、都道府県代表選考のための予選会の出場を免除することが

できる。 

ア オリンピック競技大会 

イ アジア競技大会 

ウ FISUワールドユニバーシティゲームズ 

エ 競技団体が指定する世界選手権大会等の国際競技大会 
 

３．  免除対象大会及び免除対象者の決定 

（1） 免除対象大会の決定及び都道府県への通知 

① 国民スポーツ大会は大会開催前年の 10 月、冬季大会は大会開催前年の 7 月に、日本ス

ポーツ協会より競技団体に対し免除対象大会の希望調査を行い、国民スポーツ大会委

員会にて審議･決定し、関係機関･団体へ通知する。 

② 国民スポーツ大会委員会にて決定した免除対象大会に参加する代表選手については、

中央競技団体より傘下の都道府県競技団体に対し通知する。 

③ 中央競技団体からの通知を受け、都道府県競技団体は都道府県スポーツ協会に報告す

る。 

（2） 免除対象者の決定 

各都道府県における具体的な免除対象者は、中央競技団体からの通知の後、当該都道府県

競技団体等において協議し、決定する。 
 

４．  免除内容 

免除対象者については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民スポーツ大会本大

会に参加することができる。ただし、ブロック大会実施競技種目･種別においては、当該都

道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大会参加枠を獲得している場合と

する。 
 

５．  都道府県代表選考方法の周知について 

各競技種目･種別の都道府県代表選手の選考にあたっては、免除対象者の取扱いを含め事前

に当該都道府県競技団体等で協議の上、周知徹底を図ることとする。 
 

６．  適用時期 

第 62 回国民体育大会より施行 

 

７．  その他 

本要領の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 
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附則 

 本要領は、平成 30年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

 本要領は、令和 5年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

本要領は、令和 6年 1月 1日に改定し、同日より施行する。 

 


